
目

次

規

則

○
青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
一

○
青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
条
例
に
規
定
す
る
県
立
職
業
能

力
開
発
校
の
行
う
普
通
職
業
訓
練
の
基
準
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
労
政
・
能
力

開

発

課
）
…
二

告

示

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
三

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
障
害
児
通
所

支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
情

報

シ
ス
テ
ム
課
）
…
五

○
換
地
処
分
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
五

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
五

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
六

規

則

青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
号

青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
八
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「青

森
県
収
入
証
紙

ち
よ
う
付

」
を
「青

森
県
収
入
証
紙

貼
付

」
に
、
「本

籍
地

」
を

「本
籍

（
国
籍
）

」
に
、

「

を
」

「

に
、

」

「２
戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本

」
を

「

に
」

改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
報
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３
准
看
護
師
の
業
務
に
関
し
犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
を
行
つ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
あ
る
と
き
は
、
違
反
の
事
実
及
び
年
月
日
）

３
准
看
護
師
の
業
務
に
関
し
犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
を
行
つ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
あ
る
と
き
は
、
違
反
の
事
実
及
び
年
月
日
）

４
出
願
後
の
本
籍
又
は
氏
名
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
あ
る
と
き
は
、
出
願
時
の
本

籍
又
は
氏
名
）

５
免
許
証
に
旧
姓
の
併
記
を
希
望
し
ま
す
。
／
希
望
し
ま
せ
ん
。

２
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類

⑴
戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本

⑵
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
７
条
第
５
号
に
掲
げ
る
事
項
（
中
長
期
在

留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
同
法
第
３
０
条
の
４
５
に
規
定
す
る
国
籍
等
）

を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）

⑶
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
１
９
条
の
３
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、

旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し

第
四
千
五
百
七
十
四
号

平
成
三
十
一
年

三
月
八
日

（
金
曜
日
）



注
１
（
国
籍
）
は
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
が
記
載
す
る
こ
と
。

２
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「青

森
県
収
入
証
紙

ち
よ
う
付

」
を
「青

森
県
収
入
証
紙

貼
付

」
に
、
「本

籍
地

」
を

「本
籍

（
国
籍
）

」
に
、

「２
戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本

」
を

「

に
」

改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
（
国
籍
）
は
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
が
記
載
す
る
こ
と
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「本

籍
地

」
を
「本

籍
（
国
籍
）

」
に
、「失

そ
う
宣
告

」
を
「失

踪
宣
告

」
に
改
め
、

同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
（
国
籍
）
は
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
が
記
載
す
る
こ
と
。

２
登
録
者
が
申
請
す
る
場
合
は
、
１
か
ら
４
ま
で
を
記
載
し
、
添
付
書
類
は
１
を
提
出
す
る
こ

と
。

３
死
亡
又
は
失
踪
の
届
出
義
務
者
が
申
請
す
る
場
合
は
、
１
、
２
、
４
及
び
５
を
記
載
し
、
添

付
書
類
は
１
及
び
２
を
提
出
す
る
こ
と
。

４
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「青

森
県
収
入
証
紙

ち
よ
う
付

」
を
「青

森
県
収
入
証
紙

貼
付

」
に
、
「本

籍
地

」
を

「本
籍

（
国
籍
）

」
に
、

「添
付
書
類
損
傷
の
場
合
は
、
損
傷
し
た
免
許
証

」
を

「

に
」

改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
（
国
籍
）
は
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
が
記
載
す
る
こ
と
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

第
五
号
様
式
中
「本

籍
地

」
を
「本

籍
（
国
籍
）

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
（
国
籍
）
は
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
が
記
載
す
る
こ
と
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

第
六
号
様
式
中
「青

森
県
収
入
証
紙

ち
よ
う
付

」
を
「青

森
県
収
入
証
紙

貼
付

」
に
、
「本

籍
地

」
を

「本
籍

（
国
籍
）

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
（
国
籍
）
は
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
が
記
載
す
る
こ
と
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
中
「本

籍
地

」
を
「本

籍
（
国
籍
）

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
条
例
に
規
定
す
る
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
行
う
普
通
職
業

訓
練
の
基
準
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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２
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類

⑴
戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本

⑵
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台

帳
法
第
３
０
条
の
４
５
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）

⑶
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
１
９
条
の
３
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、

旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し

添
付
書
類
損
傷
の
場
合
は
、
次
の
書
類

１
損
傷
し
た
免
許
証

２
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類

⑴
戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本

⑵
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
７
条
第
５
号
に
掲
げ
る
事
項
（
中
長
期

在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
同
法
第
３
０
条
の
４
５
に
規
定
す
る
国
籍

等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）

⑶
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
１
９
条
の
３
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て

は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し



平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
条
例
に
規
定
す
る
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
行
う
普
通

職
業
訓
練
の
基
準
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
条
例
に
規
定
す
る
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
行
う
普
通
職
業

訓
練
の
基
準
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
中
「
三
七
〇
時
間
」
を
「
三
九
〇
時
間
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中

「
ロ

機

ハ

工

ニ

安

械
操
作
基
本
実
習

作
基
本
実
習

全
衛
生
作
業
法

」
を
「
ロ

工
作
基
本
実
習

ハ

安
全
衛
生
作
業
法
」
に
改
め
、
同
表
第
七
号
中
「
三
〇
〇
時
間
」
を

「
三
二
〇
時
間
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
機
械
加
工
科
、
自
動
車
整
備
科
又
は
メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
科
に
係
る

普
通
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
普
通
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
三
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
桜
木
会

む
つ
市
中
央
二
丁

目
一
三
の
一
五

就
労
定
着

支
援

就
労
定
着
支

援
事
業
所

ハ
ー
ト
ラ
ン

ド
さ
く
ら

む
つ
市
赤
川
町
一

一
の
二
二

平
成
三一･
四･
一

青
森
県
告
示
第
百
四
十
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
か
ら
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行

う
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

特
定
非
営
利

活
動
法
人
結
平
川
市
原
田
村
元

一
〇
四

児
童
発
達

支
援

指
定
児
童
発

達
支
援
事
業

所
か
り
ん
ぱ

に

平
川
市
原
田
村
元

一
〇
四

平
成
三一･
三･三一

青
森
県
告
示
第
百
四
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
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す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
川
内
町
川
代
二
二
〇
の
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
む
つ
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
百
四
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
川
内
町
板
家
戸
三
一
、
一
三
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
む
つ
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
百
四
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
川
内
町
高
野
川
二
一
一
の
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
む
つ
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（ ）4青 森 県 報 第4574号平成31年３月８日 金曜日



公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
情
報
資
産
管
理
シ
ス
テ
ム
機
器
等

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

六

落
札
金
額

百
二
万
六
千
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
三
十
年
十
二
月
十
九
日

換
地
処
分

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
、
地
引
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

凍
結
防
止
剤
散
布
車
（
二
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル
級
）

一
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
青
工

青
森
市
新
田
三
丁
目
一
一
の
八

六

落
札
金
額

二
千
七
万
五
千
円
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七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
取
得
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断

し
た
製
作
仕
様
書
及
び
工
程
表
に
基
づ
く
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
交

換
差
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ

る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
三
十
一
年
一
月
九
日

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

光
建
築

二

氏
名

松
橋
光
吉

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
安
田
字
近
野
四
五
六
の
一
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
一
四
五
七
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。
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青
森
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長
島
一
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目
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号

青
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刷
所
・
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人
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青
森
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目
一
番
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号
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刷
株
式
会
社

毎
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月
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水
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十
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十
四
銭


